
公益社団法人柳川市シルバー人材センター 

令和５年度 事業計画 

Ⅰ：事業概要 

長引く新型コロナウイルス感染症は、およそ３年の間増加と減少を繰り返し、社会経済活動に

大きな影響を及ぼしてまいりました。これまで様々な対策が取られてきましたが、コロナ禍が続く

中「ウイズコロナの新たな段階への移行を進め、社会経済活動との両立」が強調されています。 

また、今年の 10 月には、消費税の適格請求書等保存方式（インボイス制度）が実施されること

になっています。この制度では、免税事業者であるセンターの会員は適格請求書（インボイス）を

発行できないため、配分金の支払いについては、仕入税額控除が認められなくなり、その消費税

相当額部分についてセンターがその消費税部分を支払う必要が生じます。収支相償であるセン

ターはその財源がなく大きな影響が及びますが、令和５年度は、軽減措置や半年分の負担のた

め経営努力で財源を捻出し、事務費については据え置きで対応することにしています。６年度以

降の対応については、役員、会員、さらには発注者の皆様にもご理解とご協力を得ながら遺漏の

ないように対応していかなければなりません。 

このような中で、当センターにおいて引き続き会員の皆様が健康で、地域社会への貢献、生き

がいづくりを目指し活動していくためにも、重要な課題である会員や就業機会の確保・拡大、安

全就業など積極的に取り組んでいく必要があります。 

まず、会員確保・拡大については、定例説明会と併せ、コロナの影響でできなかったイベント

や各種講習会へ出向いての呼びかけや、会員の友人・知人を紹介していただく取り組みなどあ

らゆる機会をとらえ会員確保に努めてまいります。また、就業依頼の多い植木剪定、草刈などに

対応する会員の確保に努めるなど、就業体制の強化を図ります。 

また、就業機会の確保・拡大のため、柳川市と連携し、「介護予防・日常生活支援総合事業」

や「空き家見守り」など積極的に取り組みます。また、福祉・家事援助サービス事業の充実を図り、

女性会員を中心とする就業機会の確保に努めます。派遣事業は、高齢者の就業機会の拡大や

多様な働き方が期待されることから、幅広い就業分野の開拓に努めます。 

また、安全就業については、シルバー事業の根幹をなすもので、会員の一人ひとりが安全へ

の意識を強固に持ち、事故ゼロを目指さなければなりません。そのためにも、安全適正就業委員

会を中心に、様々な安全就業への対策を講じ、組織を挙げて取り組んでまいります。 

令和５年度は、コロナ禍での時代の変化に対応し、シルバー事業の「自主・自立・共働・共助」

という理念のもと、法令を遵守し会員・役職員、事務局一丸となって事業推進に努めてまいります。

何卒会員の皆様のご協力をお願いいたします。 

 

 

 

 

 



Ⅱ：基本方針 

センターが行う事業は、高齢者の臨時的かつ短期的な就業又は軽易な業務に係る就業、

並びにその他の社会参加活動を推進することにより、高齢者の生きがいの充実と福祉の増

進を図るととともに、活力ある地域社会づくりに寄与することを目的とした事業展開を図

るため、次の事業を実施します。また、定款及び規程等に沿った適正な法人運営に努めま

す。 

 

一 雇用によらない臨時的かつ短期的な就業又はその他軽易な業務に係る就業機会の  

確保・提供事業、社会参加のための支援（公益目的事業） 

 

１．就業開拓提供等事業 

（１）受託事業（一般） 

高齢者の生きがいの充実と福祉の増進を図るとともに、活力ある地域づくりに寄与

するため、高齢者にふさわしい地域に密着した仕事を、家庭、民間事業、官公庁等か

ら有償で引き受け、これを高齢者に対して、その能力、希望等に応じて請負又は委任

という形式により提供し、仕事の内容と実績に応じて報酬（配分金）を支払うもので、

センターは発注者に対して適正に仕事を完成させる義務を負っています。主として地

域社会の日常に密着した仕事や市民生活にかかわりの深い仕事であり、その働き方は

生計の維持を目的とした本格的な就業ではなく、任意的な就業であり、雇用によらな

い概ね月１０日以内の就業です。 

就業の提供にあたっては地域から発注された仕事の情報を可能な限り高齢者に周

知し、その上で的確に高齢者に就業機会を提供するなど、高齢者の希望、能力等に応

じて公平に就業機会の提供を行うとともに、出来るだけ多くの高齢者が就業機会を得

られるよう、グループ就業やローテーション就業などを進め、仕事の分かち合いに適

切に配慮するように努めます。 

 

（２）独自事業 

高齢者の就業機会を広げるため、独自の創意と工夫により、臨時的かつ短期的な就

業又はその他軽易な業務を創出する事業を実施し、高齢者の生きがいの充実と地域の

活性化を図ります。 

 

二 雇用による臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務に係る就業機会の確

保・提供事業（公益目的事業） 

 

１．職業紹介事業 

県連合会の職業紹介の事務所として、センター事務所内に県連合会柳川市実施事務

所を置き「臨時的かつ短期的な仕事又はその他の軽易な業務」に係る仕事の求人を受



付け、就業を希望する高齢者に対して必要な情報提供・相談・助言等を行い、有料の

職業紹介事業を実施します。 

 

２．労働者派遣事業 

県連合会の労働者派遣事業の事務所として、センター事務所内に県連合会柳川市実

施事務所を置き「臨時的かつ短期的な仕事又はその他の軽易な業務」の就業の範囲に

おいて、派遣労働を希望する高齢者を対象に「労働者派遣事業の適正な運営の確保及

び派遣労働者の保護等に関する法律」に基づき、労働者派遣事業を実施します。 

 

三 高齢者の就業機会の確保や社会参加活動を発展・拡充するための普及啓発、情報 

提供、研修・講習、相談・助言、調査研究等（公益目的事業） 

 

１．普及啓発事業 

（１）本事業への信頼と理解が得られるよう、一般市民、事業所に対して、本事業の意 

義と基本的な理念及び仕組み等を周知するとともに、高齢者自身の本事業に対する 

意識啓発を行います。 

（２）ボランティア活動を希望する高齢者を対象に「出来ることを」、「出来る範囲で」 

行う社会参加活動を一般市民と連携して実施します。 

 

２．安全・適正就業推進事業 

（１）安全は、高齢者が就業等の活動を通じて社会参加をするうえで最も重要な課題であ 

り、「安全は全てに優先する。」の理念のもと、高齢者が自らの健康維持と安全確保 

を図りながら、センターから提供された仕事を安全かつ適正に遂行できるよう、安 

全意識の高揚と啓発活動を行います。 

（２）シルバー事業における就業内容は「臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業 

務」が基本であり、高齢者にふさわしい仕事の提供ということを念頭に、より慎重 

に関係法令の遵守、適正な事業運営を促進します。 

 

３．相談事業 

高齢者の就業及びその他の社会参加活動を推進するため、随時、就業相談等に対 

応します。また、入会を希望する高齢者を対象とした説明会を実施します。 

 

４．研修・講習事業 

地域の高齢者が臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務を行うため研

修・講習を実施し、広い就業分野での仕事の確保と提供を行い、高齢者の生きがいの

充実と福祉の向上を図り、地域交流の為の接遇研修を活かし、活力ある地域社会づく

りに寄与します。 

 



Ⅲ：事業計画 

一 雇用によらない臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務に係る就業機会の

確保・提供事業、社会参加のための支援 

 

１．就業開拓提供等事業 

（１）受託事業（一般） 

    ・会報「シルバーやながわ」等を全世帯に配布して、シルバー事業の啓発と業務の

拡大を図ります。 

    ・役職員、発注者、会員の「口コミ」及び就業機会開拓員による専用チラシの個別

配布による業務の拡大を図ります。 

    ・市のイベント等に参加し、シルバー事業の啓発を図り受注拡大を図ります。 

    ・就業機会開拓員による、新規受注拡大を図ります。 

    ・女性会員向けの職域拡大を図ります。 

    ・商店街の空き店舗を活用し、地域の活性化と職域の拡大を図ります。 

    ・会員の就業機会を増やすための各種講習を行います。 

    ・補助事業の推進及び新事業への取り組みを図ります。 

  

①令和５年度見込み 

就業実人員 就業延人員 就業率 契約金額 

480人 60,000 人日 92％ 268,800 千円 

 

②主な就業分野 

・技能、技術分野 個人家庭の剪定、塗装・左官・大工工事等の家屋の営繕作業、 

襖・障子・網戸張替え等 

    ・事務分野    ハガキの宛名書き、賞状書き、一般事務補助等 

    ・管理分野    市立小・中学校の施設内管理、市の体育館管理・公民館・駅駐 

輪場整理、各種イベント等での駐車場整理等 

    ・折衝外交分野  市報の配布、EM活性液の作成と補充等 

    ・一般作業分野  個人家庭の草取り・草刈、市や企業等の除草作業・清掃作業・

屋外清掃作業、剪定や除草作業に伴うゴミ処理作業等 

    ・サービス分野  高齢世帯を対象に身の回りのお世話・掃除・洗濯・買物・食事

のお世話等の福祉サービス、空き家の見守り、個人家庭を対象

に家事全般、引越し前後の清掃などの家事援助サービス、産前

産後のお手伝い、子育て中の家事援助などの育児支援サービス、

要支援・要介護状態になる可能性の高い高齢者を対象に自立を

支援する介護予防サービス・日常生活支援総合事業等 

 



２．独自事業 

    会員の知識・経験・能力を生かし、地域社会へ多種多様なサービスを提供するた 

め独自の創意と工夫により次の事業を企画し、実施します。 

（１）実施事業 

   ・柳川の伝統工芸である会員手作りの「さげもん・柳川まり」展示販売とさげもん 

教室の開催 

   ・しめ縄製作販売 

   ・商店街活性化対策として、会員による食堂「つどい」の運営 

   ・託児施設「すくすく」の育児支援 

（２）令和５年度見込み 

就業実人員 就業延人員 就業率 契約金額 

50人 4,000人日 10％ 7,000千円 

 

二 雇用による臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務に係る就業機会の確

保・提供事業、社会参加のための支援（公益目的事業） 

 

１．職業紹介事業 

雇用を希望する高齢者に臨時的かつ短期的な仕事又はその他の軽易な業務の範囲 

において就職を斡旋する。また、求人・求職の取り扱いについては、職業安定機関と 

連携し、雇用情報等の収集、情報交換を行います。 

 

２．労働者派遣事業 

地域社会における就業ニーズと高齢者が求める就業形態の多様化に応えるため、臨 

時的かつ短期的な仕事又はその他の軽易な業務の範囲において労働者派遣事業を推 

進し、高齢者の多様な就業機会を拡充・提供します。労働者派遣事業に係る業務につ 

いては、県連合会と派遣労働契約及び雇用契約について随時事業相談を行い、幅広い 

就業分野の開拓に努め、取り組みます。 

 

（１）令和５年度見込み 柳川市実施事務所 

就業実人員 就業延人員 就業率（派遣登

録数に対し） 

契約金額 

140人 6,000人日 75％ 38,000千円 

 

（２）主な就業分野 

 車の運転に係る分野、工場内軽作業分野、農作業分野、文化財発掘等、就業内容 

的に指揮・命令系統のある仕事 

 

 



三 高齢者の就業機会の確保や社会参加活動を発展・拡充するための普及啓発、情報提供、 

研修・講習、相談・助言、調査研究等（公益目的事業） 

 

１．普及啓発事業 

（１）広報活動 

    ①会報「シルバーやながわ」を全世帯に配布し、ホームページを通じてセンター 

の業務内容等の周知を図ります。 

    ②ボランティア活動（奉仕清掃活動）による地域社会への貢献を行います。 

    ③市報「やながわ」・新聞等を通してシルバー事業の普及啓発を図ります。 

    ④市のイベント等に参加して、シルバー事業の普及啓発を行います。 

    ⑤市が開催する介護健診の参加者にチラシ配布を行います。 

⑥広報車で市内巡回を行いシルバー事業の啓発活動を行います。 

     

（２）社会参加活動 

 ①地域からの発注に対する感謝の意を込めて奉仕清掃活動を実施します。 

 ②子どもを狙う事件等の対応として、登下校時にシルバー会員が子ども見守りを行

い、安全確保に努めています。 

    ③会員のボランティア活動として老人福祉施設への慰労訪問を行います。 

（３）地域交流活動 

    ①柳川の文化伝承の為、会員が講師としてさげもん教室等を実施します。 

    ②親子の触れ合いを大切にしたおもちゃ作り講習会を行います。 

    ③市民まつり、シルバーフェスティバル、柳川ひなまつり・さげもんめぐり等の  

イベントに積極的に参加します。 

 

２．安全・適正就業推進事業 

「安全はすべてに優先する。」を基本に、会員が安全かつ適正に就業するために安全 

適正就業を推進します。 

（１）安全就業対策 

    ①安全・適正就業推進委員会の開催 

    ②安全就業巡回パトロールの実施 

    ③安全ニュースの発行 

    ④安全掲示板の設置 

    ⑤毎月初め安全朝礼の実施 

    ⑥安全標語の募集 

    ⑦植木剪定安全講習会、草刈機安全取扱講習会、高齢者交通安全講習会等の安全講 

習会の実施 

    ⑧自転車利用者の保険加入及びヘルメット着用の推進 

    ⑨健康診断受診の促進 



⑩安全就業促進大会の開催 

（２）適正就業の徹底 

    ①適正就業対策委員会の開催 

    ②長期就業者の解消及びローテーション就業を推進します。 

    ③安全ニュース等を通して、発注者、会員等に適正就業の理解と協力を求めます。 

 

３．相談事業 

（１）就業相談の実施 

     会員及び地域の高齢者を対象に、来訪や電話等により就業相談を行います。 

（２）入会説明会の開催 

     入会を希望する高齢者を対象に、定例で月 4回開催します。（毎月 10日・20日、

第 3・第 4水曜日の 2回）来所された方には、随時入会説明を実施します。 

     また、出張説明会等を行います。 

   

４．研修・講習事業 

①会員の安全就業意識の向上等を図る各種講習会 

②高齢者について基礎的なことを学ぶ介護講習会の開催 

③会員の技能向上のための手芸講習会等の開催 

④派遣事業拡大の為の会員講習の開催 

     研修・講習会等の開催日時・受講者の募集等は、市報及びセンターのホームペー

ジ等で周知・公開します。 

    ⑤県シルバー人材センター連合会と連携し、会員及び就業を希望される方に高齢者

人材確保育成事業を実施します。 

 

 ５．調査研究事業 

    会員拡大及び就業拡大を図るため先進的な取組を行っているセンターの視察・情報 

収集を行い、事業運営に活かします。 


